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〔開会 午前 ９時５９分〕 

議長（小川公明議員） これより、令和４年第３回尾鷲市議会定例会を開会いたしま

す。 

 開会に当たり、市長より御挨拶があります。 

 市長。 

〔市長（加藤千速君）登壇〕 

市長（加藤千速君） おはようございます。 

 議員の皆様には、大変お忙しい中、令和４年第３回定例会に御出席を賜りまし

て、誠にありがとうございます。 

 本定例会には、議案第４５号「尾鷲市議会議員及び尾鷲市長の選挙における選

挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部改正について」をはじめとす

る議案１３件と、報告第７号「専決処分事項について（和解及び損害賠償の額の

決定）」をはじめとする報告３件を提出させていただきます。何とぞよろしく御

審議をいただき、御承認を賜りますようお願い申し上げます。 

 簡単ではございますが、本定例会の開会の挨拶とさせていただきます。 

議長（小川公明議員） これより本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は１０名であります。よって、会議は成立いたしておりま

す。 

 最初に、議長の報告ですが、お手元の報告書は朗読を省略し、これより議事に

入ります。 

 本日の議事につきましては、お手元の議事日程第１号により取り進めたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８７条の規定により、議長において、６

番、三鬼和昭議員、７番、内山左和子議員を指名いたします。 

 次に、日程第２、「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、お手元の会期日程表のとおり、本日から９月２９日までの

２４日間といたしたいと思いますが、これに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（小川公明議員） 御異議なしと認めます。よって、会期は、本日から９月２９

日までの２４日間と決定いたしました。 
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 次に、日程第３、議案第４５号「尾鷲市議会議員及び尾鷲市長の選挙における

選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部改正について」から日程第

１３、議案第５５号「令和３年度尾鷲市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及

び決算の認定について」までの計１１議案を一括議題といたします。 

 ただいま議題となりました１１議案につきましては、朗読を省略し、直ちに提

案理由の説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（加藤千速君）登壇〕 

市長（加藤千速君） 令和４年第３回定例会の開会に当たり、議案についての説明に

先立ちまして、当面する諸課題の現況説明及び市政の要点を申し述べ、議員各位

並びに市民の皆様の深い御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 まず、おわせＳＥＡモデル構想の推進についてであります。 

 おわせＳＥＡモデル構想につきましては、平成３０年８月２４日におわせＳＥ

Ａモデル協議会を設立してから４年が経過し、その間、Ｓ．Ｅ．Ａのそれぞれの

プロジェクトにおいて鋭意検討を進める中で、多くの企業の皆様と意見交換を重

ねるとともに、企業進出に向けての協議を積極的に行ってまいりました。 

 その結果、中部電力尾鷲三田火力発電所跡地の燃料第２ヤードでのグランピン

グ施設開業に向けた企業進出が確定いたしました。本件については、先月２６日

に事業者と共に記者会見を行い、そして、同月３０日の行政常任委員会で報告さ

せていただいた次第でございます。本市への進出を決定していただいた事業者に

は大変ありがたく存じますので、共に発展していけるように連携、協力してまい

りたいと考えております。また、今回の企業進出を大きな一つのきっかけとして、

横展開につなげるためにも、企業誘致活動を精力的に推進してまいります。 

 しかしながら、この一大プロジェクトを成功に導くためには、まだまだ乗り越

えるべき課題が山積していることも事実でありますので、今後も、尾鷲商工会議

所、中部電力との連携を密にし、おわせＳＥＡモデル構想の実現に向け、鋭意取

組を進めてまいります。 

 また、事業進捗につきましては、その都度、行政常任委員会において共有させ

ていただきますので、皆様の御理解と御協力をお願い申し上げる次第でございま

す。 

 次に、新型コロナウイルス感染症対策についてであります。 

 本年７月以降、オミクロン株ＢＡ．５により全国的に感染者数が急増している
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中、県におきましては、７月２８日には、１日当たりの感染者数が初めて３,０

００人を超え、さらに、８月に入り、病床使用率が５０％を超えたことから、Ｂ

Ａ．５対策強化宣言を発出いたしました。 

 また、この宣言以降においても、感染者数の高止まりや、病床使用率が６０％

を超える日もあり、医療体制は厳しい状況が続いており、今月４日まで宣言が延

長されておりました。しかしながら、この延長後も過去最多となる新規感染者が

発生しており、直近では新規感染者数の減少傾向は見られるものの、病床使用率

は依然高い水準で推移していることから、今月１１日まで宣言が再度延長されて

おります。本市におきましても、７月初旬より２か月にわたり感染者が確認され

ており、特に８月以降はほぼ連日２桁を数える状況でございます。 

 市民の皆様におかれましては、高齢者等、重症化リスクの高い方や同居家族の

方のみならず、若い世代の方を含めた全ての皆様に、感染対策の徹底に引き続き

御理解、御協力をお願いいたします。 

 また、新型コロナワクチンにつきましては、３回目を完了した６０歳以上の約

７５％が４回目接種を完了しており、新たに対象者となった医療従事者、高齢者

施設等従事者につきましても、７月下旬より順次接種を進めております。 

 今後、オミクロン株に対応したワクチン接種につきまして、国の方針及びワク

チンの供給量に基づき、市民の皆様に安全安心かつ速やかに接種していただける

よう、紀北医師会、紀北薬剤師会の御協力の下、今月下旬からの開始を目指し鋭

意進めてまいります。 

 次に、尾鷲総合病院の診療体制についてであります。 

 ６月末の病院長の退職に伴い、内科医師が１人減少するとともに、平成２１年

から１３年もの間続いておりました、バディホスピタル制度による伊勢赤十字病

院からの内科医師の派遣も派遣できる常勤医がいなくなったとのことで６月末で

中止となり、７月からは常勤の内科医師が２人減少いたしました。 

 当院におけるこのような危機的な状況の中、三重大学、伊勢赤十字病院、松阪

中央総合病院、松阪市民病院、済生会松阪総合病院から温かい御支援をいただき、

日々の診療体制と救急医療を何とか維持すべく取り組んでおります。 

 しかしながら、このままでは診療体制の維持も困難であるとともに、病院運営

においても非常に厳しいことから、整形外科の常勤医の確保に加え、内科の常勤

医の確保にも全力を注ぎ、三重大学医学部の医局からの派遣のみならず、全国か

らの公募も視野に入れ、引き続き医師確保に取り組んでまいります。 



－７－ 

 また、総務省から、来年度、新改革プランの見直しに当たる経営強化プランの

策定を求められておりますので、今後の病院経営の見直し、病院規模の適正化、

診療体制の再構築等を視野に入れ、プランの策定に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 次に、新墓地造成工事の進捗状況についてであります。 

 折橋墓地移転に伴う新墓地造成工事につきましては、請負業者が決定し、先月

１０日付で仮契約を締結したところであります。新墓地造成工事の本契約の締結

に向けて、本定例会におきまして、議会の議決に付すべき契約事項として議案を

上程させていただいております。今後とも、都市計画道路尾鷲港新田線の早期供

用に向け、引き続き、地元の皆様や関係団体各位の御協力をいただきながら、県

と一体となって円滑に墓地移転を進めるとともに、良好な墓地環境の形成に向け

て鋭意取り組んでまいります。 

 次に、防災対策についてであります。 

 市民一人一人が防災や減災に関する意識を高めることを目的とした市民総ぐる

みの尾鷲市総合防災訓練については、毎年実施しておりますが、各防災関係機関

相互の連携を強化し、顔の見える関係の構築を目的とした防災訓練は、新型コロ

ナウイルス感染症の流行拡大以降において、令和２年度から実施を見送ってまい

りました。 

 この各防災関係機関との合同訓練を３年ぶりに、地元行野浦の皆様の御理解と

多大な御協力をいただきながら、去る６月２６日に開催することができました。

警察、消防、自衛隊、海上保安部等、１９機関の約２００人が参加し、情報伝達

訓練や救出・救助訓練などを実施したことで、いつ起こるか分からない災害への

備え、災害対応力の向上及び防災関係機関相互の連携を確認することができまし

た。 

 また、来月２３日には三重県総合防災訓練が、尾鷲三田火力発電所跡地をメイ

ン会場として、紀北町、大紀町、南伊勢町の１市３町で行われることとなりまし

た。この訓練では、南海トラフ巨大地震の発生を想定し、国、救助機関、関係機

関等との連携強化や、三重県広域受援計画に基づく物資輸送の検証を目的とし、

県や関係機関と調整を図り、より実践を重視した様々な訓練を実施することによ

り、地域防災力の強化を図ってまいります。 

 次に、本市の４大イベントについてであります。 

 まず、おわせ市民花火～がんばろらい尾鷲～についてであります。 
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 先月６日に開催されました、おわせ市民花火につきましては、あいにく突然の

雨に見舞われましたが、イタダキ市も含めた延べ約１万５,０００人の市民の皆

様、市外からお見えの皆様に３年ぶりの花火を楽しんでいただきました。 

 メインとなる大花火については、上空の風も味方し、迫力満点の大仕掛けが夏

の夜空を彩るなど、当日御来場いただいた皆様に大変喜んでいただけたものと感

じております。これも、市民の皆様、そして、企業、事業所各位の御理解による

御協賛と、開催に御尽力いただいたおわせ港まつり実行委員会やたくさんのボラ

ンティアの皆様の御協力のおかげであり、改めて敬意を表するとともに、深く感

謝申し上げる次第でございます。 

 次に、秋のイベントとして、おわせ海・山ツーデーウォーク、全国尾鷲節コン

クール、尾鷲磯釣大会につきましては、実行委員会の皆様、関係者の皆様と開催

の準備を進めております。いまだに新型コロナウイルス感染症の影響が続いてお

りますが、今年こそはと楽しみにしている皆様に元気と喜びを届けられるよう、

しっかりと感染対策を講じながら取り組んでまいりますので、奮っての御参加の

ほどお願い申し上げる次第であります。 

 次に、教育行政の推進についてであります。 

 教育行政を取り巻く環境については、近年、グローバル化の進展や、人工知能

やビッグデータを活用した技術革新、少子高齢化の進行等により、社会情勢が一

層激しく変化しております。また、人生１００年時代を迎えようとする中で、市

民が豊かな人生を送るためにも、生涯を通した学びの重要性も増しております。 

 このような状況下、次代を担う子供たちが、社会の変化を前向きに捉え、様々

な課題に対して自ら考え判断し、主体的に取り組んでいけるよう育んでいくこと

が重要であります。これらの問題、変化に対応するためにも、これまで以上に教

育行政に求められる役割がますます重要視されることと認識しております。 

 そういった中、本市では、子供は地域の宝物、育てる、守るは地域の役割と標

榜しているように、地域全体でその取組をさらに推進していかなければならない

と考えております。そのためには、牽引する組織と人材を充実させることは言う

までもありません。 

 また、教育行政のバイブルとも言うべく教育大綱、教育ビジョンは、本年度末

で計画期間が満了となるため、本年度中に新たに見直し策定していくべく、現在、

鋭意取り組んでいるところであります。 

 第７次尾鷲市総合計画に掲げるまちの将来像、「住みたいまち 住み続けたい
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まち おわせ」の実現を目指すまちづくりの基本目標の一つである「郷土を愛し、

学び・伝えるまちを創る」に向けて、教育委員会の果たすべき役割は大変大きな

ものであります。 

 教育部門における施策分野の目指す姿についての基本理念や基本方針を示す教

育大綱の策定案につきましては、本定例会の行政常任委員会において報告をさせ

ていただきます。 

 また、教育ビジョンにつきましては、７月に策定委員会を立ち上げ、就学前教

育、学校教育、生涯教育の三つの部会を設けて、計画の策定に向けた協議を現在

行っていただいております。 

 今後も、次代を担う子供たちが、未来に向けて夢や希望を持ち、市民一人一人

が生涯にわたって生き生きと学び、活動を続けられる環境づくりを目指してまい

ります。 

 次に、財政健全化の取組についてであります。 

 本市の財政状況は、主な自主財源である市税収入の減少傾向が続いており、地

方交付税についても、本年度の普通交付税と臨時財政対策債の合算額を前年度の

当初算定額と比較すると約１億２,８００万円の減少となるなど、今後も歳入、

一般財源は減少傾向で推移するものと予測されます。 

 こうした歳入の傾向は、昨年１２月にお示しした財政収支見通しにおいても明

らかにしているところではありますが、一方で、本市には各種行政課題が山積し

ている状況であり、それらを１歩ずつ着実に進め、住みたいまち、住み続けたい

まちをつくっていくことが必要であります。 

 したがいまして、今後におきましても、市民サービスの向上と財政健全化の双

方のバランスを十分に考慮した適切な行財政運営になお一層努めてまいる所存で

あります。 

 なお、令和３年度の地方財政状況調査、すなわち決算統計においては、財政構

造の弾力性を表す経常収支比率が前年度の９８.８％から８９.６％に改善、また、

後ほど報告させていただきます健全化判断比率においても、実質公債費比率、将

来負担比率が前年度より改善しており、これらは地方交付税等の増額の影響が大

きな要因ではありますが、本市の財政健全化の取組効果も少なからず表れてきて

いるのではないかと判断しているところであります。 

 次に、ふるさと納税事業についてであります。 

 本事業につきましては、寄附窓口増設やマーケットの拡大等に取り組んだ結果、
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平成２９年度以降、毎年増加を続けており、令和２年度に続き、令和３年度にお

きましても寄附額４億円を突破し、寄附件数２万９,６１８件、寄附金額４億３

９０万４,０００円となっております。 

 寄附額が増えた要因はたくさんありますが、中でも事業所様の協力により、

様々な返礼品の新規開発や既存返礼品のブラッシュアップを行うことで尾鷲の魅

力がさらに寄附者の皆様に伝わったものと確信しております。 

 また、ふるさと納税は、地域の課題を解決したり、新たなチャレンジをしたり、

関係・交流人口につなげたり、その活用次第でこの地域の未来を変える可能性を

持つ制度であります。ふるさと納税の価値を最大限活用し、全国から届いた寄附

者の皆様の願いや思いをしっかりと受け止め、活用事例を丁寧に情報発信し、共

感していただけるよう、ふるさと納税事業をさらに推進してまいります。 

 それでは、今回提案しております議案第４５号「尾鷲市議会議員及び尾鷲市長

の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部改正につい

て」から議案第５５号「令和３年度尾鷲市水道事業会計未処分利益剰余金の処分

及び決算の認定について」までの１１議案について説明いたします。 

 議案書の１ページを御覧ください。 

 議案第４５号「尾鷲市議会議員及び尾鷲市長の選挙における選挙運動用自動車

の使用等の公営に関する条例の一部改正について」につきましては、選挙運動用

自動車の使用及び選挙運動用ビラの作成並びに選挙運動用ポスターの作成に係る

公費負担の限度額を引き上げるため、条例の一部を改正するものであります。 

 次に、３ページの議案第４６号「尾鷲市職員の育児休業等に関する条例の一部

改正について」につきましては、令和４年１０月１日施行の地方公務員の育児休

業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）等の一部改正に基づく育児休業の

取得回数制限の緩和等、国家公務員の勤務条件との均衡の原則に基づき、非常勤

を含めた職員の妊娠、出産、育児等と仕事の両立を支援するための措置として条

例の一部を改正するものであります。 

 次に、７ページを御覧ください。 

 議案第４７号「令和４年度尾鷲市一般会計補正予算（第６号）の議決について」

から１０ページの議案第５０号「令和４年度尾鷲市病院事業会計補正予算（第１

号）の議決について」までの４議案について一括して説明いたします。 

 お手元に配付の一般会計補正予算（第６号）主要事項説明の１ページを御覧く

ださい。 
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 今回の補正予算計上額は、予算集計表に記載のとおり、一般会計で３億９,０

３０万４,０００円、国民健康保険事業会計で１,６５１万７,０００円、後期高

齢者医療事業会計で５６９万３,０００円をそれぞれ追加、病院事業会計では、

歳入で１億４,３４２万円、歳出で１億４,４３３万７,０００円をそれぞれ減額

し、これにより各会計を含めた予算総額を１９５億８,２５６万４,０００円とす

るものであります。 

 それでは、一般会計から説明いたします。 

 ２ページを御覧ください。 

 歳入の主なものについて説明いたします。 

 ９款地方特例交付金１８９万５,０００円の増額は、交付額の確定によるもの

であります。 

 １０款地方交付税は、普通交付税の交付額確定により５,４３７万８,０００円

を増額するものであります。 

 １４款国庫支出金１,３７５万１,０００円の増額は、戸籍システム改修業務に

対する社会保障・税番号システム整備費補助金９２９万７,０００円及び母子生

活支援施設入所措置費国庫負担金１６３万５,０００円のそれぞれ追加が主なも

のであります。 

 １５款県支出金１１２万円の増額は、母子生活支援施設入所措置費県負担金８

１万８,０００円の追加が主なものであります。 

 １８款繰入金５７３万９,０００円の増額は、主なものとして、みえ森と緑の

県民税市町交付金基金繰入金２４９万円及び前年度精算金として、国民健康保険

事業会計から２３５万円、後期高齢者医療事業会計から１８万７,０００円をそ

れぞれ繰り入れるものであります。 

 １９款繰越金３億３,９１２万１,０００円の増額は、令和３年度決算に伴う繰

越金であります。 

 ２１款市債２,５７０万円の減額は、臨時財政対策債発行可能額の確定による

２,８５０万円の減額のほか、各事業に対する過疎債等の充当額の増減でありま

した。 

 次に、歳出であります。 

 ３ページを御覧ください。 

 各款別の補正額は一覧表に記載のとおりであります。このうち、主なものにつ

いて、次のページで説明いたします。 
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 ４ページを御覧ください。 

 総務費の財産管理費は、基金積立金として、今補正に伴う財政調整基金積立金

２億１,７４４万６,０００円のほか、前年度の基金充当事業の精算に伴うそれぞ

れの基金への積み戻し等であります。また、戸籍住民基本台帳費は、戸籍システ

ム改修業務委託料９２９万８,０００円の追加であります。 

 民生費は、各事業における前年度精算金のほか、児童措置費で、母子生活支援

施設入所措置費３２７万円の増額が主なものであります。 

 ５ページを御覧ください。 

 衛生費は、予防費で、新型コロナウイルスワクチン国庫補助金等の過年度精算

金６,３２６万３,０００円の追加であります。塵芥収集費で、本年度中の購入が

できなくなったことによる２トンパッカー車購入費７５８万１,０００円の皆減、

また、塵芥処理施設費では、燃料費調整単価の高騰に伴う清掃工場光熱水費１,

０５８万５,０００円の増額及び清掃工場トラックスケールの故障に伴う修繕料

３２４万５,０００円の増額であります。 

 農林水産業費は、林道開設改良費で、森林環境譲与税を活用して実施する林道

大根須賀利線法面改良工事請負費４００万円の追加であります。 

 商工費は、観光費で、夢古道の湯ドライサウナの故障に伴う修繕料１６５万円

の増額であります。 

 土木費では、公園費で、みえ森と緑の県民税市町交付金活用事業として、立木

伐採業務委託料３０２万１,０００円の追加であります。 

 教育費は、教育振興費で、尾鷲小学校給食施設整備に伴う給食停止期間中の昼

食代について、扶助費受給者への代替措置として就学援助費用補助金５５万３,

０００円の追加、同額を扶助費の給食費から減額するものであります。また、天

文科学館費で、天文科学館３階ドーム空調機の故障に伴う修繕料２４万２,００

０円の増額であります。 

 公債費は、令和３年度起債額とその利率の確定などにより、公債費元金で７１

万７,０００円の増額、公債費利子で４４万３,０００円の減額であります。 

 続きまして、債務負担行為補正について説明いたします。 

 ６ページを御覧ください。 

 追加２件は、尾鷲市斎場指定管理料及び小学校電気保安管理業務委託（追加分）

で、来年度以降における事業の円滑な執行のため債務負担行為を設定するもので

あり、期間及び限度額につきましては表のとおりであります。 
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 ７ページを御覧ください。 

 国民健康保険事業特別会計は、１,６５１万７,０００円を追加し、歳入歳出総

額を２０億７,８６０万４,０００円とするものであります。 

 歳入は、前年度からの繰越金１,６５１万７,０００円の増額であります。 

 歳出は、総務費で、総合住民情報システム改修業務委託料として２９万７,０

００円、基金積立金で、財政調整基金積立金１,３４１万４,０００円の増額、諸

支出金で、普通交付金及び特別交付金の前年度精算金として４５万６,０００円

の追加及び事業費等の精算による一般会計繰出金２３５万円の増額により、合わ

せて２８０万６,０００円の増額であります。 

 ８ページを御覧ください。 

 後期高齢者医療事業特別会計は５６９万３,０００円を追加し、歳入歳出総額

を６億７,２７５万円とするものであります。 

 歳入は、前年度からの繰越金５６９万３,０００円の増額であります。 

 歳出は、広域連合負担金５５０万６,０００円の増額、諸支出金で、事務費等

の精算による一般会計繰出金１８万７,０００円の増額であります。 

 ９ページを御覧ください。 

 病院事業会計であります。 

 収益的収入及び支出のうち収入で、業務予定量である入院患者数が年間延べ１

万６,６７９人の減少により、入院収益６億１,６６３万３,０００円、外来患者

数が年間延べ４,５９８人の減少により、外来収益が９,０７１万６,０００円、

その他医業収益１,１８８万２,０００円がそれぞれ減額となり、医業収益で７億

１,９２３万１,０００円を減額するものであります。 

 医業外収益は、５億７,５８１万１,０００円の増額で、新型コロナウイルス感

染症対策補助金５億７,５８０万８,０００円、国県補助金長期前受金戻入３,０

００円をそれぞれ増額するものであります。 

 支出では、医業費用１億２,９２３万３,０００円の減額で、支払い実績等に基

づく材料費１億４,３００万円の減額、光熱水費、委託料等の実績に伴う経費１,

５６５万９,０００円の増額、減価償却費１８９万２,０００円の減額であります。 

 医業外費用は、控除対象外消費税の減額等により１,５１０万４,０００円を減

額するものであります。 

 続きまして、債務負担行為補正について説明いたします。１件の追加でありま

す。これにつきましては、来年度以降における事業の円滑な執行のため、債務負
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担行為を設定するものであり、事項、期間及び限度額につきましては表のとおり

であります。 

 次に、議案書に戻りまして、１１ページを御覧ください。 

 議案第５１号「令和３年度尾鷲市一般会計歳入歳出決算の認定について」から

１３ページの議案第５３号「令和３年度尾鷲市後期高齢者医療事業特別会計歳入

歳出決算の認定について」までの３議案につきましては、いずれも地方自治法第

２３３条第３項の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するもの

であり、会計管理者から説明いたさせます。 

 また、１４ページの議案第５４号「令和３年度尾鷲市病院事業会計決算の認定

について」と１５ページの議案第５５号「令和３年度尾鷲市水道事業会計未処分

利益剰余金の処分及び決算の認定について」の２議案につきましては、地方公営

企業法第３０条第４項の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付す

るものであり、それぞれ病院事務長及び水道部長から説明いたさせますので、よ

ろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

議長（小川公明議員） 会計管理者。 

〔会計管理者兼会計課長（三鬼基史君）登壇〕 

会計管理者兼会計課長（三鬼基史君） それでは、議案第５１号「令和３年度尾鷲市

一般会計歳入歳出決算の認定について」から議案第５３号「令和３年度尾鷲市後

期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について」までの計３議案につき

まして、令和３年度尾鷲市一般会計・特別会計歳入歳出決算主要説明書に基づき、

それぞれの決算概要を御説明いたします。 

 １ページを御覧ください。 

 この表は、一般会計及び特別会計の決算総括表であります。 

 各会計別に見てみますと、一般会計では歳入歳出とも予算現額は同額の１１９

億２,０７０万４,０００円に対し、歳入決算額は１１７億５,９３５万７,８９６

円、予算現額に対する収入率は９８.６％であります。歳出決算額は１１４億１,

６６２万４,９０８円で、執行率は９５.７％となり、歳入歳出差引残額は３億４,

２７３万２,９８８円であります。 

 次に、国民健康保険事業特別会計では、歳入歳出とも予算現額は同額の２３億

９０４万４,０００円に対し、歳入決算額は２３億２５９万３,３９１円、予算現

額に対する収入率は９９.７％であります。歳出決算額は２２億８,６０７万４,
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８２８円、執行率は９９.０％、歳入歳出差引残額は１,６５１万８,５６３円で

あります。 

 後期高齢者医療事業特別会計は、歳入歳出とも予算現額は同額の６億７,４６

０万円に対し、歳入決算額は６億７,６８４万５,５３８円、予算現額に対する収

入率は１００.３％であります。歳出決算額は６億７,１１５万２,０６２円、執

行率は９９.４％、歳入歳出差引残額は５６９万３,４７６円であります。 

 以上、令和３年度の決算総額は、予算現額１４９億４３４万８,０００円に対

し、歳入決算額は１４７億３,８７９万６,８２５円、予算現額に対する収入率は

９８.８％であります。歳出決算額は１４３億７,３８５万１,７９８円、執行率

は９６.４％、歳入歳出差引残額は３億６,４９４万５,０２７円であります。 

 次に、２ページを御覧ください。 

 実質収支額ですが、区分３の歳入歳出差引額から区分４の翌年度へ繰越すべき

財源を差し引いたものが区分５の実質収支額となります。 

 一般会計の実質収支額について、翌年度へ繰越すべき財源の繰越明許費繰越額

が３６１万円でございますので、これを差し引いた３億３,９１２万２,９８８円

が実質収支額となり、令和４年度への繰越金となります。 

 なお、この繰越明許費繰越額３６１万円は、６月６日に開会されました令和４

年第２回定例会の報告第６号にて報告させていただきました令和３年度尾鷲市一

般会計繰越明許費繰越計算書に記載の翌年度繰越額１億８,７３６万１,０００円

の財源内訳における一般財源分であります。特別会計については、翌年度へ繰越

すべき財源がありませんので、国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療事業

特別会計の実質収支額は歳入歳出差引額と同額で、記載のとおりであります。 

 次に、３、４ページを御覧ください。 

 それでは、一般会計歳入歳出決算の概要を歳入款別決算額調により、各款別の

主なものについて御説明いたします。 

 １款市税は、予算現額１９億２,８４５万９,０００円に対し、調定額は２０億

６,２１８万９,２０８円、収入済額は１９億７,５６３万６,５４０円、一般会計

収入済額全体（構成比）の１６.８％を占めております。前年度との比較は２,１

１３万９,２１０円の減少となっており、その主な要因は、固定資産税及び都市

計画税の減収であります。不納欠損額は４５６万２,６４７円、前年度との比較

は２０３万８,０６４円の増加であります。収入未済額は８,１９９万２１円、前

年度との比較は２,５３４万３,９７３円の減少であり、収納率は９５.８％であ
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ります。 

 ２款地方譲与税の収入済額は７,８７１万８,０００円、前年度との比較は８４

万６,０００円の増加であります。 

 ３款利子割交付金の収入済額は１５０万２,０００円、前年度との比較は６３

万１,０００円の減少であります。 

 ４款配当割交付金の収入済額は１,４７５万３,０００円、前年度との比較は４

８５万７,０００円の増加であります。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金の収入済額は１,５９７万３,０００円、前年度と

の比較は５２８万５,０００円の増加であります。 

 ６款法人事業税交付金の収入済額は２,５９１万３,０００円、前年度との比較

は１,５２９万８,０００円の増加であります。 

 ７款地方消費税交付金の収入済額は４億２,８９０万５,０００円、前年度との

比較は２,８２４万円の増加であります。 

 ８款環境性能割交付金の収入済額は５９２万８４５円、前年度との比較は６万

５,５３２円の増加であります。 

 次に、５ページ、６ページを御覧ください。 

 ９款地方特例交付金の収入済額は２,２３７万６,０００円、前年度との比較は

１,０９８万２,０００円の増加であります。これは新型コロナウイルス感染症対

策地方税減収補塡特別交付金の皆増が主な要因であります。 

 １０款地方交付税の収入済額は４２億８,３３８万７,０００円、一般会計収入

済額全体の３６.４％を占めております。前年度との比較は４億１,０５２万８,

０００円の増加であります。 

 １１款交通安全対策特別交付金の収入済額は１５２万１,０００円、前年度と

の比較は２４万９,０００円の減少であります。 

 １２款分担金及び負担金の収入済額は６,２４５万２,６３３円、前年度との比

較は１,５２６万４,２３０円の減少であります。収入未済額は１７７万７,２８

０円、これは保育所入所保護者負担金であります。 

 １３款使用料及び手数料の収入済額は１億１,２０５万４,９３６円、前年度と

の比較は１２４万５,２３８円の減少であります。不納欠損額は３万１,１００円

で、し尿処理手数料過年度分であります。収入未済額は８６９万４,６００円、

主なものは、市営住宅使用料が８４３万６,１００円、し尿処理手数料が２５万

８,５００円であります。 
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 １４款国庫支出金の収入済額は１８億８,９６１万１,３２０円、前年度との比

較は１４億７,３０４万４９２円の減少であります。これは主に総務費国庫補助

金の減少によるものであります。 

 １５款県支出金の収入済額は５億５,３９９万５,１５５円、前年度との比較は

９２１万３,５６９円の減少であります。これは主に農林水産業費県補助金の減

少によるものであります。 

 次に、７、８ページを御覧ください。 

 １６款財産収入の収入済額は２,９４１万６,４２２円、前年度との比較は１,

０５９万８,２７４円の減少であります。これは不動産売払収入等の減少による

ものであります。 

 １７款寄附金の収入済額は４億６,３７７万１,２０７円、前年度との比較は３,

３９３万６,１０６円の増加であります。これは地方創生応援寄附金による総務

費寄附金の増加が主な要因であります。 

 １８款繰入金の収入済額は７億３,５０５万４１０円、前年度との比較は３億

９,２０８万１,８９９円の減少であります。これは、財政調整基金繰入金、減債

基金繰入金の減少が主な要因であります。 

 １９款繰越金の収入済額は３億１,１００万６,７８６円で、前年度との比較は

１億１,７８３万１９０円の増加であります。 

 ２０款諸収入、収入済額は２億５５９万３,６４２円、前年度との比較は４,７

８２万６,０５５円の増加であり、受託事業収入の農林水産業費受託事業収入の

皆増が主な要因であります。収入未済額は１,０９４万６,００５円、主なものは、

奨学資金貸付金返還金が４７万５,０００円、生活保護法第６３条、第７８条及

び第７８条の２による返還金が１,０２９万１,４５３円であります。 

 ２１款市債の収入済額は５億４,１８０万円、前年度との比較は４億３,０９０

万円の減少であります。これは総務債の減少によることが主な要因であり、目別

の増減については備考欄のとおりであります。 

 以上、一般会計の歳入合計は、予算現額１１９億２,０７０万４,０００円に対

しまして、調定額１１８億６,７３５万９,５４９円、収入済額は１１７億５,９

３５万７,８９６円、前年度との比較は１６億７,８６６万９,０２９円の減少と

なり、不納欠損額は４５９万３,７４７円、収入未済額は１億３４０万７,９０６

円、収入未済額の主なものは市税であります。歳入全体の予算に対する収入割合

は９８.６％、調定に対する収入割合は９９.０％であります。 



－１８－ 

 一般会計の歳入款別の決算額につきましては以上であります。 

 なお、参考に、予算現額と収入済額との比較で、各節の増減額５０万円以上の

ものにつきましては、その主な理由を本主要説明書の３１ページから３４ページ

にかけて記載しておりますので、後ほど御参照ください。 

 次に、９ページ、１０ページを御覧ください。 

 一般会計の歳出款別決算額調であります。歳入同様、主なものについて御説明

いたします。 

 １款議会費は、支出済額１億３２７万５,９８０円、前年度との比較は１,１７

６万１,１４０円の減少であります。この主な要因は、議員報酬等の減少による

ものであります。執行率は９４.４％であります。 

 ２款総務費は、支出済額２７億４,７８８万９２８円、前年度との比較は２０

億３,８３７万２,９１５円の減少であります。主な要因は、総務管理費における

諸費の減少によるものであります。翌年度繰越額４８９万円は、地方公務員の定

年延長に伴う例規整備事業１３２万円、住民基本台帳システム改修業務３５７万

円であります。執行率は９７.６％であります。 

 ３款民生費は、支出済額３７億１,２０６万４,９０３円、前年度との比較は３

億９,２３７万７,６９３円の増加であります。この主な要因は、社会福祉費にお

ける生活困窮者自立支援事業費の増加によるものであります。翌年度繰越額１億

２００万５,０００円は、住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業１億円、子育

て世帯等臨時特別支援事業２００万５,０００円であります。執行率は９４.５％

であります。 

 ４款衛生費は、支出済額１５億９,１３３万６,８９１円、前年度との比較は１

億３,８４９万６,９６２円の増加であります。この主な要因は、保健費における

予防費の増加によるものであります。執行率は９７.３％であります。 

 次に、１１、１２ページを御覧ください。 

 ５款農林水産業費は、支出済額３億１,９０１万５,８６１円、前年度との比較

は２,３９３万２７４円の増加であります。この主な要因は、山林事業費の増加

によるものであります。翌年度繰越額は、水産基盤ストックマネジメント事業１,

５７９万６,０００円であります。執行率は９１.３％であります。 

 ６款商工費は、支出済額３億３,１７０万５,４２６円、前年度との比較は４,

３０１万９,０９４円の減少であります。この主な要因は、商工費における商工

振興費の減少によるものであります。執行率は９１.０％であります。 
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 ７款土木費は、支出済額３億９,１８８万８,２０５円、前年度との比較は２,

８６０万１,４０９円の増加であります。この主な要因は、都市計画費の増加に

よるものであります。翌年度繰越額６,３２４万円は、トンネル長寿命化修繕事

業５,０８０万円、急傾斜地崩壊対策事業１,２４４万円であります。執行率は８

５.０％であります。 

 ８款消防費は、支出済額４億８,６７０万２,０３６円、前年度との比較は１,

０４２万４,９５１円の増加であります。この主な要因は、消防費における常備

消防費の増加によるものであります。執行率は９８.５％であります。 

 ９款教育費は、支出済額６億３,１６８万５１４円、前年度との比較は３,１４

０万９,９９４円の減少であります。この主な要因は、教育総務費における事務

局費の減少によるものであります。翌年度繰越額は、向井小学校屋内消火栓ポン

プ改修事業１４３万円であります。執行率は９５.２％であります。 

 次に、１３、１４ページを御覧ください。 

 １０款災害復旧費は、支出済額１７万８,２００円、前年度との比較は４,０４

３万４,９００円の減少であります。この主な要因は、公共土木施設災害復旧費

の減少によるものであります。執行率は５.９％であります。 

 １１款公債費は、支出済額１１億８９万５,９６４円、前年度との比較は１億

３,９２２万８,４７７円の減少であります。 

 １２款予備費は、不執行であります。 

 以上、歳出合計は、予算現額１１９億２,０７０万４,０００円に対し、支出済

額は１１４億１,６６２万４,９０８円で、前年度との比較は１７億１,０３９万

５,２３１円の減少であります。翌年度繰越額は１億８,７３６万１,０００円、

不用額は３億１,６７１万８,０９２円、執行率は９５.７％であります。 

 なお、この一般会計歳出の不用額でございますが、各節で５０万円以上のもの

につきましては、その主な理由を３５ページから４２ページにかけて記載してお

りますので、後ほど御参照ください。 

 次に、１５ページから２０ページにつきましては、令和３年度一般会計歳入歳

出決算の各種資料であります。１５、１６ページは、歳入・歳出款別決算額を円

グラフで表したものであります。１７、１８ページは、歳出決算額を性質別に分

類し、前年度と比較したものと、性質別経費を円グラフで表したものであります。

１９、２０ページは、平成１９年度から令和３年度までの国保・老人保健・後期

高齢・公共下水各特別会計への繰出金と、病院及び水道の企業会計並びに消防、
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広域連合などの一部事務組合等への負担金について支出状況をまとめたものです

ので、後ほど御参照ください。 

 一般会計決算の概要説明は以上であります。 

 次に、特別会計の概要について御説明いたします。 

 ２１、２２ページを御覧ください。 

 この表は、国民健康保険事業特別会計の歳入款別決算額調であります。 

 １款国民健康保険税は、予算現額３億７,０９１万７,０００円に対し、調定額

は４億６,６９８万４,４３１円、収入済額は３億７,９９０万１,８１１円、本特

別会計収入済額全体の１６.５％を占めております。前年度との比較は２万２,６

６１円の減少であります。詳細は備考欄のとおりであります。不納欠損額は１０

０万９,７５０円、前年度との比較は３１万１,２７６円の減少であります。収入

未済額は８,６０７万２,８７０円、前年度より４６万８,０６６円の減少であり

ます。収入率は１０２.４％、収納率は８１.３％であります。 

 ２款県支出金は、収入済額１６億６,６５４万５,３７６円、本特別会計収入済

額全体の７２.４％を占めております。前年度との比較は２,９４９万３,７８１

円の増加であります。この主な要因は、普通交付金の増加によるものであります。 

 ３款財産収入は、基金運用収入８,０００円であります。 

 ４款繰入金は、収入済額２億１,０４４万４,４１８円、前年度との比較は４７

４万８,７３０円の減少であります。この主な要因は、保険基盤安定繰入金の減

少であります。 

 ５款繰越金は、前年度からの繰越金４,１４５万８,２１５円であります。 

 ６款諸収入は、収入済額３６９万９,５７１円、主に一般被保険者延滞金の収

入であります。前年度との比較は１１１万５,３６６円の減少であります。収入

未済額の６万９,１２３円は一般分医療費返納金であります。 

 ７款国庫支出金は、収入済額５３万６,０００円、国民健康保険災害等臨時特

例補助金の収入であります。 

 以上、国民健康保険事業特別会計の歳入合計は、予算現額２３億９０４万４,

０００円に対し、調定額２３億８,９７４万５,１３４円、収入済額２３億２５９

万３,３９１円、不納欠損額１００万９,７５０円、収入未済額８,６１４万１,９

９３円であります。収入率は９９.７％、収納率は９６.３％であります。 

 次に、２３、２４ページを御覧ください。 

 国民健康保険事業特別会計の歳出款別決算額調であります。 
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 １款総務費は、支出済額５,１７６万３,２８２円、前年度との比較は２３２万

５,０４１円の減少であります。執行率は９５.６％であります。 

 ２款保険給付費は、支出済額１６億１,０６２万６,２４７円、支出済額全体の

７０.５％を占めております。前年度との比較は５,７９９万６,８４３円の増加

であります。この主な要因は、療養諸費における一般分療養給付費等の増加によ

るものであります。執行率は９８.９％であります。 

 ３款国民健康保険事業費納付金は、支出済額５億１,２３８万８,８７７円、前

年度との比較は３,３４６万６７３円の減少であります。この主な要因は、一般

被保険者医療給付費分納付金の減少によるものであります。執行率は９９.９％

であります。 

 ４款共同事業拠出金は、支出済額３０円であります。 

 ５款保健事業費は、支出済額２,７２２万３７３円、前年度との比較は２４万

４,５１２円の増加であります。この主な要因は、疾病予防費の増加によるもの

であります。執行率は９０.４％であります。 

 ６款基金積立金は、支出済額６,０８１万５,０００円、国保財政調整基金への

積立金であります。前年度との比較は１,６８７万９,０００円の増加であります。 

 ７款公債費につきましては、不執行であります。 

 次に、２５、２６ページを御覧ください。 

 ８款諸支出金は、支出済額２,３２６万１,０１９円、前年度との比較は８７１

万５,４２４円の増加であります。この主な要因は、保険給付費等交付金償還金

の増加によるものであります。執行率は９７.０％であります。 

 以上、国民健康保険事業特別会計の歳出合計は、予算現額２３億９０４万４,

０００円に対しまして、支出済額２２億８,６０７万４,８２８円、前年度との比

較は４,８０４万９,８５５円の増加であります。不用額は２,２９６万９,１７２

円、執行率は９９.０％であります。 

 なお、歳入歳出各節５０万円以上の比較増減及び不用額の理由につきましては、

４３ページから４６ページにかけて記載してありますので、後ほど御参照くださ

い。 

 次に、後期高齢者医療事業特別会計の決算概要について御説明いたします。 

 ２７、２８ページを御覧ください。 

 後期高齢者医療事業特別会計の歳入款別決算額調でございます。 

 １款後期高齢者医療保険料は、予算現額２億１,４２４万３,０００円に対し、
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調定額は２億２,１０８万１,５４４円、収入済額は２億１,７４９万２,３４７円、

本特別会計収入済額全体の３２.１％を占めております。前年度との比較は３２

１万１,０９６円の増加であります。この主な要因は、特別徴収・普通徴収保険

料の増加によるものであります。収入率は１０１.５％、収納率は９８.３％であ

ります。不納欠損額は１０２万６,９６７円、収入未済額は２５６万２,２３０円

であります。 

 ２款繰入金の収入済額は４億３,５８２万９,２６１円、前年度との比較は１,

０３５万７,７１４円の増加であります。この主な要因は、事務費繰入金の増加

によるものであります。 

 ３款繰越金の収入済額は５４９万６,８６９円で、前年度からの繰越金であり

ます。 

 ４款諸収入の収入済額は１,８０２万７,０６１円、前年度との比較は１,８０

０万７,２６１円の増加であります。この主な要因は、前年度精算金の皆増によ

るものであります。国庫支出金については、収入はありませんでした。 

 以上、後期高齢者医療事業特別会計の歳入合計は、予算現額６億７,４６０万

円に対し、調定額は６億８,０４３万４,７３５円、収入済額は６億７,６８４万

５,５３８円、不納欠損額１０２万６,９６７円、収入未済額２５６万２,２３０

円、収入率は１００.３％、収納率は９９.４％となりました。 

 次に、２９、３０ページを御覧ください。 

 後期高齢者医療事業特別会計の歳出款別決算額調であります。 

 １款総務費の支出済額は８２０万８,９６１円、前年度との比較は１４万３,４

６５円の減少で、執行率は９５.７％であります。 

 ２款広域連合負担金の支出済額は６億４,４６５万１,５７３円、支出総額の９

６.１％を占めております。前年度との比較は２,０３１万５,８６６円の増加で、

この主な要因は、療養給付費負担金の増加によるものであります。執行率は９９.

６％であります。 

 ３款諸支出金の支出済額は１,８２９万１,５２８円、前年度との比較は１,１

９３万５,１６７円の増加で、この主な要因は、一般会計繰出金の増加でありま

す。執行率は９５.６％であります。 

 以上、後期高齢者医療事業特別会計の歳出合計は、予算現額６億７,４６０万

円に対しまして、支出済額６億７,１１５万２,０６２円、不用額３４４万７,９

３８円、執行率は９９.４％であります。 
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 なお、歳入歳出各節５０万円以上の比較増減及び不用額の理由につきましては、

４７、４８ページに記載してありますので、後ほど御参照ください。 

 以上、令和３年度尾鷲市一般会計及び二つの特別会計の歳入歳出決算の概要に

ついて御説明いたしました。また、監査委員の審査意見書並びに主要施策の成果

及び実績報告書も後ほど御参照ください。 

 なお、内容につきましては行政常任委員会におきまして御説明いたしますので、

何とぞ御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

議長（小川公明議員） ここで休憩をいたします。再開は１１時１５分からといたし

ます。 

〔休憩 午前１１時０６分〕 

〔再開 午前１１時１５分〕 

議長（小川公明議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、病院事務長。 

〔尾鷲総合病院事務長（佐野憲司君）登壇〕 

尾鷲総合病院事務長（佐野憲司君） 議案第５４号「令和３年度尾鷲市病院事業会計

決算の認定について」につきまして、御説明いたします。 

 まず、決算の説明の前に、令和３年度の病院稼働状況について御説明申し上げ

ます。 

 令和３年度尾鷲市病院事業会計決算書の１９ページの業務、１．業務量、（１）

稼働状況を御覧ください。 

 令和３年度の入院の延べ患者数は、一般病床が３万４,７３８人、療養病床が

１万２,５９５人、合計４万７,３３３人で、前年度と比較して４,７５４人減少

しております。また、病床利用率は、一般病棟の病床数１９９床に対して４７.

８％、地域包括ケア病棟の療養病床数５６床に対して６１.６％、全体の病床利

用率は５０.９％で、前年度の利用率と比較して５.１％の減となっております。

外来の延べ患者数は８万５,６８６人で、前年度と比較して５８２人増加してお

ります。 

 次に、２０、２１ページを御覧ください。 

 （２）科別患者取扱状況は、前年度対比で見ますと、入院では、内科で２,９

１２人、産婦人科で１５５人、眼科で９７人増加しておりますが、外科が２,８

１３人、整形外科が４,８７５人、小児科が１２人、皮膚科が２３人、泌尿器科

が１９５人減少しております。また、外来では、内科で１２０人、整形外科で２
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０５人、小児科で１１５人、産婦人科で５７人、眼科で４２４人、精神科で９人、

皮膚科で１１２人増加しておりますが、脳神経内科が１４７人、外科が２１人、

脳神経外科が９６人、耳鼻咽喉科が５５人、泌尿器科が１３８人、放射線科が３

人減少しております。 

 それでは、令和３年度尾鷲市病院事業会計決算の主な内容について御説明いた

します。 

 １、２ページを御覧ください。 

 （１）収益的収入及び支出の収入では、第１款病院事業収益の予算額４９億９,

７１３万８,０００円に対し、決算額は５１億１,４３１万４,６７６円で、予算

額に比べ１億１,７１７万６,６７６円の増であります。 

 次に、支出では、第１款病院事業費用の予算額４０億９,５８８万２,０００円

に対し、決算額は４０億２,４９９万６,５３３円で、不用額は７,０８８万５,４

６７円であります。 

 次に、３、４ページを御覧ください。 

 （２）資本的収入及び支出の収入では、第１款資本的収入の予算額９億４,８

６１万２,０００円に対し、決算額は９億４,８６１万円で、予算額に比べ２,０

００円の減であります。 

 次に、支出では、第１款資本的支出の予算額１１億６３万２,０００円に対し、

決算額は１０億８,７８５万２,９１２円で、不用額は１,２７７万９,０８８円で

あります。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億３,９２４万２,９１２円

につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２１７万２,

０９６円及び当年度分損益勘定留保資金１億３,７０７万８１６円で補塡いたし

ました。 

 次に、５、６ページの損益計算書を御覧ください。 

 １、医業収益は３１億８,９９８万８,６５２円、２、医業費用は３７億８,７

７２万３,９９５円で、医業損失は５億９,７７３万５,３４３円であります。 

 ３、医業外収益は１９億１,３０８万７８２円、４、医業外費用は２億３,０４

５万４８４円で、医業外収支は１６億８,２６３万２９８円であります。この額

から医業損失を差し引いた１０億８,４８９万４,９５５円が経常利益であります。 

 ５、特別利益は７７万３,５６０円、６、特別損失は４万１,０００円で、経常

利益からこの収支差を差し引いた当年度純利益は１０億８,５６２万７,５１５円
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であります。これに前年度繰越欠損金２３億４,８８４万８,７４１円を加えた当

年度未処理欠損金は１２億６,３２２万１,２２６円となり、この額を翌年度に繰

越しするものであります。 

 次に、７、８ページの剰余金計算書を御覧ください。 

 資本金の当年度末残高は、前年度末残高と同額の２億８５万６,０９５円であ

ります。 

 次に、資本剰余金の受贈財産評価額、寄附金及び国県補助金の当年度末残高は、

前年度末残高と同額のそれぞれ３,１３０万９,４１２円、１,８２７万６,６５０

円、１億６,６９６万３,７６２円であります。その他資本剰余金は、非償却資産

分に係る一般会計からの元金償還繰入金１,１７３万３,０００円により、当年度

末残高は２６億２,１０３万４２１円であります。これらを合計した資本剰余金

の当年度末残高は２８億３,７５８万２４５円であります。 

 次に、利益剰余金は、当年度純利益１０億８,５６２万７,５１５円により、当

年度末残高はマイナス１２億６,３２２万１,２２６円であります。 

 次に、７ページ下段の欠損金処理計算書を御覧ください。 

 いずれも当年度処分額はありませんので、資本金の処分後残高は２億８５万６,

０９５円、資本剰余金の処分後残高は２８億３,７５８万２４５円、未処理欠損

金の処分後残高はマイナス１２億６,３２２万１,２２６円であります。 

 次に、９ページから１１ページまでの貸借対照表について御説明いたします。 

 まず、９ページ、資産の部を御覧ください。 

 １、固定資産の（１）有形固定資産は、イからヘまでのそれぞれの資産額から

減価償却累計額を差し引いた３２億６,３９２万８,２６７円であります。（２）

無形固定資産は３２７万９,２００円であります。（３）投資その他の資産は５

４５万２,６６０円で、これら固定資産合計は３２億７,２６６万１２７円であり

ます。 

 次に、２、流動資産は、（１）現金預金、（２）未収金、（３）貯蔵品を合わ

せた流動資産合計１８億４,５１８万６,４４５円であります。 

 固定資産、流動資産を合わせた資産合計は５１億１,７８４万６,５７２円であ

ります。 

 次に、１０ページ、負債の部を御覧ください。 

 ３、固定負債の（１）企業債は、令和５年度以降償還予定の企業債１８億９,

８８１万７,４１９円であります。（２）引当金は、退職給付引当金として本年
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度までに計上した５億３,９５８万２,３３６円で、固定負債合計は２４億３,８

３９万９,７５５円であります。 

 ４、流動負債の（１）一時借入金は、令和３年度に全額返済したことにより借

入れはございません。（２）企業債は、令和４年度償還予定の３億８,３４９万

５,１１１円であります。（３）未払金は１億６,４５５万１,２２７円でありま

す。（４）引当金は、イ、賞与引当金、ロ、法定福利費引当金で、引当金合計は

１億２,７３８万６,４３０円であります。（５）その他流動負債は１,５０１万

５,８５９円で、流動負債合計は６億９,０４４万８,６２７円であります。 

 ５、繰延収益は、収益化累計額を差引きした長期前受金が２億１,３７８万３,

０７６円で、固定負債、流動負債、繰延収益を合わせた負債合計は３３億４,２

６３万１,４５８円であります。 

 次に、１１ページ、資本の部を御覧ください。 

 ６、資本金は２億８５万６,０９５円であります。 

 ７、剰余金の（１）資本剰余金は、イ、受贈財産評価額、ロ、寄附金、ハ、国

県補助金、ニ、その他資本剰余金を合計した２８億３,７５８万２４５円であり

ます。（２）欠損金は、イ、当年度未処理欠損金と同額の１２億６,３２２万１,

２２６円となり、これを資本剰余金から差し引いた１５億７,４３５万９,０１９

円が剰余金合計であります。資本金と剰余金を合わせた資本合計は１７億７,５

２１万５,１１４円、負債の部と合わせた負債資本合計は５１億１,７８４万６,

５７２円で、９ページの資産合計額と同額であります。 

 次に、１２、１３ページには会計処理の基準及び手続を注記として記載してお

ります。 

 以上、議案第５４号「令和３年度尾鷲市病院事業会計決算の認定について」の

説明とさせていただきます。 

 なお、決算書の１４ページ以降に決算附属書類を添付しておりますので、御参

照の上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長（小川公明議員） 次に、水道部長。 

〔水道部長（神保崇君）登壇〕 

水道部長（神保崇君） 議案第５５号「令和３年度尾鷲市水道事業会計未処分利益剰

余金の処分及び決算の認定について」につきまして、御説明申し上げます。 

 まず、議案の説明に入る前に、令和３年度の水道事業の概況について御説明い

たします。 
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 令和３年度尾鷲市水道事業会計決算書の１３ページを御覧ください。 

 令和３年度の給水戸数は９,０６７戸で、前年度に比べて１２１戸の減であり、

普及率は９９.９％でございます。年間総給水量は３３６万２,９００立方メート

ル、前年度と比較すると給水量で１０万２,９４２立方メートルの減、有収水量

で２万５,４５１立方メートルの減となっております。ただし、有収率は増加し

ており、継続して実施している漏水修繕による漏水量の減少が主な要因と考えて

おります。 

 建設改良と維持管理につきましては、上水道において、大曽根町、泉町、北浦

東町地内の配水管布設替工事を実施いたしました。 

 簡易水道においては、賀田、三木里、曽根、須賀利地内の配水管布設替工事及

び三重県橋梁工事に伴う配水管仮設工事、九鬼地内配水管改良工事、賀田第２加

圧ポンプ場設備取替工事（機械設備）、賀田第１（南）浄水場設備取替工事（機

械設備その１）を実施いたしました。 

 次に、経理状況でありますが、収益的収支では、事業収益４億７,５２４万８,

６６９円に対し事業費用４億５,０１０万２７０円で、差引き２,５１４万８,３

９９円の純利益を計上することとなりました。 

 以上、概略の説明を申し上げ、議案の説明をさせていただきます。 

 １ページを御覧ください。 

 （１）収益的収入及び支出につきましては、収入の第１款水道事業収益、予算

額５億７７０万２,０００円に対し、決算額は５億１,９２１万７,６８６円で、

予算額を１,１５１万５,６８６円上回っております。 

 次に、支出の第１款水道事業費用、予算額４億９,６３３万円に対し、決算額

４億８,６４３万１,４９６円で、９８９万８,５０４円の不用額を生じておりま

す。 

 続きまして、３ページの資本的収入及び支出につきましては、収入の第１款資

本的収入、予算額７,２５７万７,０００円に対し、決算額は７,２９１万８,２０

０円で、予算額より３４万１,２００円上回っております。 

 次に、支出の第１款資本的支出、予算額３億２,６５５万５,０００円に対し、

決算額は３億２,４６６万８,５７６円であり、不用額は１８８万６,４２４円と

なりました。 

 資本的収支において、収入額が支出額に対して不足する額２億５,１７５万３

７６円は、下段に記述しておりますように、当年度分消費税及び地方消費税資本
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的収支調整額７５３万４,５６１円、当年度分損益勘定留保資金１億９,３８７万

６,９０３円、減債積立金５,０３３万８,９１２円で補塡いたしました。 

 次に、５ページの損益計算書を御覧ください。 

 営業収益４億４,１３８万５,１３３円から営業費用４億８９９万８,７３２円

を差し引いた３,２３８万６,４０１円が営業利益で、これに営業外収益３,３８

６万３,５３６円を加え、営業外費用４,０９８万５,７２２円を減額しますと、

経常利益は２,５２６万４,２１５円となります。この経常利益から特別損失１１

万５,８１６円を減額した２,５１４万８,３９９円が当年度純利益となります。

これに前年度繰越利益剰余金３億３７万２,３３８円と減債積立金の取崩しによ

り発生したその他未処分利益剰余金変動額５,０３３万８,９１２円を加えた３億

７,５８５万９,６４９円が当年度未処分利益剰余金となります。 

 次に、６ページの剰余金計算書を御覧ください。 

 資本金当年度末残高は２０億３,４０７万９,５４７円となっております。剰余

金のうち資本剰余金につきましては、前年度末残高と同額の４,６８２万３８８

円となります。 

 利益剰余金につきましては、減債積立金を７,０００万円積み立てて、補塡財

源として使用した５,０３３万８,９１２円を減額した１億４,５１９万６,４１５

円が当年度末残高となり、積立金の使用額と同額が未処分利益剰余金に計上され

ております。 

 建設改良積立金は、前年度末残高と同額となります。 

 未処分利益剰余金の当年度末残高は、先ほどの損益計算書で説明いたしました

当年度未処分利益剰余金３億７,５８５万９,６４９円で、利益剰余金合計は５億

９,７４９万２,０２０円となります。 

 次に、７ページの尾鷲市水道事業会計剰余金処分計算書（案）につきましては、

利益の処分について本議案において一括して御審議をお願いするものであり、当

年度未処分利益剰余金３億７,５８５万９,６４９円のうち、減債積立金として７,

０００万円を積み立てて、減債積立金の取崩しに伴い発生したその他未処分利益

剰余金変動額と同額分５,０３３万８,９１２円を資本金へ組み入れ、残額の２億

５,５５２万７３７円を翌年度へ繰越しするものでございます。 

 次に、８ページから１０ページまでの貸借対照表について御説明いたします。 

 まず、８ページの資産の部でありますが、固定資産は、有形固定資産から投資

その他の資産までの合計で４８億２,５１１万７,２４８円でございます。 
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 流動資産は、現金預金からその他流動資産までの合計で６億９,０８３万８,２

２１円で、資産合計は５５億１,５９５万５,４６９円となります。 

 次に、９ページの負債の部でありますが、３、固定負債は、企業債と引当金の

合計で２２億２,４６１万５,８９５円となります。流動負債は、企業債からその

他流動負債までの合計２億７,９７４万５,３８８円となり、繰延収益３億３,３

２０万２,２３１円を合わせた負債合計は２８億３,７５６万３,５１４円となり

ます。 

 次に、１０ページの資本の部でありますが、資本金は２０億３,４０７万９,５

４７円となり、剰余金は、資本剰余金と利益剰余金の合計６億４,４３１万２,４

０８円で、合わせた資本合計は２６億７,８３９万１,９５５円となります。負債

資本の合計は５５億１,５９５万５,４６９円となり、８ページ下段、資産合計の

額と一致しております。 

 次の１１ページ、１２ページは会計処理の基準及び手続を注記として明示して

おります。 

 以上で、議案第５５号「令和３年度尾鷲市水道事業会計未処分利益剰余金の処

分及び決算の認定について」の説明といたします。 

 なお、決算書の１３ページから３０ページまで、決算附属書類を添付しており

ますので、御参照の上、よろしくお願い申し上げます。 

議長（小川公明議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 議事日程に従い、審議は留保といたします。 

 次に、日程第１４、議案第５６号「工事請負契約について（折橋墓地移転に伴

う新墓地造成工事）」を議題といたします。 

 ただいま議題となりました議案は、朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求

めます。 

 市長。 

〔市長（加藤千速君）登壇〕 

市長（加藤千速君） それでは、議案書の１６ページを御覧ください。 

 議案第５６号「工事請負契約について（折橋墓地移転に伴う新墓地造成工事）」

につきましては、先月１０日付で仮契約を締結したところであり、本請負契約を

締結するに当たり、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決を

求めるものでございます。 
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 よろしく御審議いただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

議長（小川公明議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これより議案に対する質疑に入ります。 

 ただいまのところ、質疑の通告はございません。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（小川公明議員） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第５６号「工事請負契約について（折橋墓

地移転に伴う新墓地造成工事）」につきましては、お手元に配付の議案付託表の

とおり、会議規則第３７条第１項の規定により、所管の行政常任委員会に付託し

たいと思います。これに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（小川公明議員） 御異議なしと認めます。よって、議題となっております議案

第５６号は、所管の行政常任委員会に付託することに決しました。 

 ここで暫時休憩し、ただいま付託されました議案を審査いただくため、第二・

第三委員会室において行政常任委員会を開催していただきますのでよろしくお願

いいたします。それでは、暫時休憩いたします。では、５０分からといたします。 

〔休憩 午前１１時４０分〕 

〔再開 午後 ０時００分〕 

議長（小川公明議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、日程第１５、議案第５６号「工事請負契約について（折橋墓地移転に伴

う新墓地造成工事）」を議題といたします。 

 ただいま議題となりました議案につきましては、所管の行政常任委員会に付託

して御審査願っておりますので、その経過並びに結果について、委員長の報告を

求めます。 

 行政常任委員会、村田委員長。 

〔５番（村田幸隆議員）登壇〕 

５番（村田幸隆議員） 私ども行政常任委員会に付託をされました議案第５６号「工

事請負契約について（折橋墓地移転に伴う新墓地造成工事）」、以上１議案につ

きまして、委員会における審査の経過並びに結果について御報告を申し上げます。 

 先刻、市長、副市長並びに関係課長等の出席を求め、詳細に説明聴取を行い、
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慎重に審査いたしました結果、付託をされました１議案につきましては、全会一

致をもって原案のとおり可決すべきものと決しましたので御報告を申し上げます。 

 以上をもちまして、行政常任委員会の委員長報告とさせていただきます。よろ

しく御審議賜りますようお願いを申し上げます。 

議長（小川公明議員） 以上で委員長の報告は終了いたしました。 

 これより委員長の報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（小川公明議員） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 ただいまのところ、討論の通告はございません。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（小川公明議員） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 

 日程第１５、議案第５６号「工事請負契約について（折橋墓地移転に伴う新墓

地造成工事）」を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決する

ことに賛成の方は挙手を願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（小川公明議員） 挙手全員。 

 挙手全員であります。よって、議案第５６号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、日程第１６、議案第５７号「尾鷲市教育委員会委員の任命について」を

議題といたします。 

 事務局長をして、議案の朗読をいたさせます。 

 事務局長。 

（事務局長 朗読） 

議長（小川公明議員） ただいま議題となりました議案につきまして、提案理由の説

明を求めます。 

 市長。 

〔市長（加藤千速君）登壇〕 

市長（加藤千速君） それでは、人事案件について説明いたします。 
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 議案書の１７ページを御覧ください。 

 議案第５７号「尾鷲市教育委員会委員の任命について」につきましては、森下

龍美氏の任期が本年９月３０日に任期満了となることから、教育行政に関し理解

があり、人格が高潔で、教育及び文化に関し識見を有している森下龍美氏を引き

続き教育委員に任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４

条第２項の規定により議会の同意を求めるものであります。 

 また、同氏におきましては、新たな教育大綱及び教育ビジョンの策定に向けて

取り組んでいただいており、引き続き教育委員として任命いたしたいと考えてお

りますので、何とぞよろしく御審議いただき、御承認賜りますようお願い申し上

げます。 

議長（小川公明議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これより議案に対する質疑に入ります。 

 ただいまのところ、質疑の通告はございません。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（小川公明議員） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案につきましては人事案件でもあり、会議規

則第３７条第３項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。

これに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（小川公明議員） 御異議なしと認めます。よって、ただいま議題となっており

ます議案は、委員会への付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 ただいまのところ、討論の通告はございません。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（小川公明議員） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 

 日程第１６、議案第５７号「尾鷲市教育委員会委員の任命について」を採決い

たします。 

 本議案について、原案のとおり同意することに賛成の方は挙手を願います。 



－３３－ 

（挙 手 多 数） 

議長（小川公明議員） 挙手多数であります。よって、議案第５７号については、原

案のとおり同意することに決しました。 

 次に、日程第１７、報告第７号「専決処分事項について（和解及び損害賠償の

額の決定）」から日程第１９、報告第９号「公益財団法人尾鷲文化振興会の令和

３年度事業報告及び決算について」の報告３件を一括議題といたします。 

 ただいま議題となりました報告は、朗読を省略し、直ちに説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（加藤千速君）登壇〕 

市長（加藤千速君） それでは、報告案件について説明いたします。 

 議案書の１９ページを御覧ください。 

 報告第７号「専決処分事項について（和解及び損害賠償の額の決定）」につき

ましては、市道上の事故による和解及び損害賠償の額が決定したことから、地方

自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定によ

り報告するものであります。 

 次に、２２ページを御覧ください。 

 報告第８号「令和３年度健全化判断比率及び令和３年度資金不足比率の報告に

ついて」、説明いたします。 

 これにつきましては、本市の令和３年度決算について、地方公共団体の財政の

健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、監査委員の

意見をつけて報告させていただくものであります。詳細につきましては、２３ペ

ージのとおり、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比

率において、いずれも早期健全化基準を下回っております。また、公営企業にお

いても、各会計とも資金不足が生じていないことを報告させていただきます。 

 次に、２４ページの報告第９号「公益財団法人尾鷲文化振興会の令和３年度事

業報告及び決算について」につきましては、地方自治法第２４３条の３第２項の

規定に基づき報告するものであり、生涯学習課長から説明いたさせますので、よ

ろしくお願い申し上げます。 

議長（小川公明議員） 生涯学習課長。 

〔教育委員会生涯学習課長（平山始君）登壇〕 

教育委員会生涯学習課長（平山始君） それでは、報告第９号「公益財団法人尾鷲文

化振興会の令和３年度事業報告及び決算について」、御報告いたします。 



－３４－ 

 令和３年度事業報告及び決算の１ページを御覧ください。 

 尾鷲文化振興会の概要であります。 

 ここには設立目的や事業内容、役員構成等が記載されており、これに基づき運

営されております。 

 ２ページ、３ページには、令和３年度事業報告として、評議員会及び理事会の

開催状況について記載させていただいております。なお、昨年度は、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、一部の評議員会、理事会が、通常の

会議ではなく、関係者全員の同意の意思確認の上、みなし決議として、役員等が

集まって決議することが省略されております。 

 次に、４ページを御覧ください。 

 文化会館の管理運営の状況であります。 

 来館者数につきましては、下段の表のとおり、合計２万４,１２６人で、前年

度と比べ約１万８,０００人の増となっております。前年度と同様、緊急事態宣

言等に伴う臨時休館のほか、貸館利用や自主事業等の自粛もありましたが、令和

３年度はワクチン接種会場としての利用等もあり大幅増となりました。 

 次に、５ページには催物別利用状況を記載させていただいております。 

 次に、６ページを御覧ください。 

 これは本振興会が主催及び共催した事業であります。講演会、映画上映など、

計８回の事業を実施しております。 

 なお、事業計画において当初予定していた、せぎやま倶楽部の文化展、発表会、

舞台技術講習会、夢舞台発表会等については、感染症対策のための活動自粛につ

き中止となりました。パフォーマンスショーについては、貸館利用料収入が見込

みより大幅に増加したため、追加事業として開催いたしました。 

 次に、７ページ、貸借対照表を御覧ください。 

 Ⅰ、資産の部ですが、１、流動資産と２、固定資産を合計した資産合計は４,

３４０万４,４０１円で、Ⅱ、負債の部では負債合計が１７８万４,５３３円とな

り、資産合計から負債合計を差し引いた額４,１６１万９,８６８円が一般正味財

産となり、負債及び正味財産合計と資産合計が一致するものであります。 

 次に、８ページの正味財産増減計算書は、正味財産の年度内の増減を表す計算

書類で、（１）経常収益の内訳は、①の基本財産運用益が１万６,４００円で、

これは基本財産受取利息であります。 

 次に、②事業収益が６７４万６,１２９円で、内訳といたしまして、入場料収



－３５－ 

益が４６万８,４００円、刊行物等販売収益が４万９,８３９円、これは自動販売

機売捌手数料であります。貸館利用料収益は６２２万７,８９０円となっており

ます。 

 次に、③の雑収益が５５０円、これは来館者のコピー代等で、次に④の管理受

託収益４,７４５万８,０００円は、尾鷲市との委託契約に基づく管理受託収益で

あります。 

 以上、経常収益計は５,４２２万１,０７９円となり、前年度と比較しますと２

８４万３,７０８円の増額となります。増額の主な要因といたしましては、ワク

チン接種会場等による貸館利用料収入の増額です。 

 次に、（２）経常費用の①事業費を御覧ください。このうち主な事業経費とい

たしましては、給料手当４７３万１,５５６円は職員１名分の給料、臨時雇用賃

金７８６万１,１２２円は職員３名分、福利厚生費２０２万８,４３２円は職員４

名分の社会保険事業主負担分であります。光熱水費９２８万７,７７７円、賃借

料９３万１,７１５円につきましては、それぞれ会館の電気代、水道代、映画上

映賃借料等であります。委託費１,６６８万１,６５８円は、自主事業公演委託料

及び会館保守管理業務委託費であります。事業費計は４,７５０万１８５円とな

ります。増額の主な要因としましては、大ホールの利用増加に伴う光熱水費の増

額、パフォーマンスショー開催に伴う委託費の増額です。 

 次に、②管理費を御覧ください。このうち主なものは、職員１名分の臨時雇用

賃金２５８万８,９０１円であります。次のページ、委託費１２９万２,９５８円

は、会館保守管理業務委託費であります。 

 ①事業費と②管理費を合わせた経常費用計につきましては５,３７２万４,００

８円となり、経常収益計から経常費用計を差し引いた額４９万７,０７１円が当

期経常増減額となります。この当期経常増減額から法人税、住民税及び事業税７

万２,０００円を差し引いた４２万５,０７１円が当期一般正味財産増減額となり、

当期一般正味財産増減額に一般正味財産期首残高４,１１９万４,７９７円を加え

ますと、一般正味財産期末残高は４,１６１万９,８６８円となり、７ページの貸

借対照表の正味財産合計と同額になります。 

 次に、１０ページから１１ページまでは、ただいま説明いたしました正味財産

増減計算書の内訳表であります。 

 公益財団法人に認可されたことにより、平成２５年度からは、公益目的事業会

計、収益事業等会計、法人会計の経理が必要となっております。 



－３６－ 

 公益目的事業会計は公益目的事業を実施する会計であり、文化振興会が実施す

る自主事業及び尾鷲中学校文化祭等の共催事業並びに貸館事業等に係る会計でご

ざいます。公益財団法人事業を毎年度継続していくためには、公益比率が５０％

を超えることとされており、昨年度の公益比率は７７.１％ですので、公益目的

を果たしているものであります。 

 次に、収益事業等会計は、主に営利を目的とした貸館に係る会計であり、法人

会計は文化会館の維持管理をするために文化振興会の運営等に係る会計でありま

す。 

 次に、１２ページには、財務諸表に対する注記として、重要な会計方針と基本

財産及び特定資産の増減額及びその残高の内訳を記載しております。基本財産の

定期預貯金３,０００万円及び特定資産の普通預金６９９万５４５円は、御覧の

金融機関に預貯金されております。 

 次に、１３ページは、固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高の

内訳であります。 

 次に、１４ページは財産目録ですが、貸借対照表の詳細となります。Ⅰ、資産

の部では、流動資産合計６４０万３,６９１円と固定資産合計３,７００万７１０

円を合わせた資産合計は４,３４０万４,４０１円であります。Ⅱの負債の部では、

負債合計が１７８万４,５３３円となり、資産合計から負債合計を差し引いた正

味財産は４,１６１万９,８６８円となります。 

 次に、１５ページには、５月２７日に実施されました監査報告書を添付してお

ります。 

 以上をもちまして、報告第９号「公益財団法人尾鷲文化振興会の令和３年度事

業報告及び決算について」の報告とさせていただきます。 

議長（小川公明議員） 以上で説明は終わりました。 

 これより報告に対する質疑に入ります。 

 ただいまのところ、質疑の通告はございません。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（小川公明議員） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 ただいまの議題につきましては、報告案件でございますので、これをもって終

結いたします。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 



－３７－ 

 以後、会期日程表のとおり、明日９月７日から９月１１日までを休会とし、１

２日月曜日午前１０時より本会議を開きますので、よろしくお願いいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

〔散会 午後 ０時２１分〕 
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